
　地方自治法第１９９条第１項、第４項の規定に基づく定例監査の結果（令和７年12月10日付け公表）に

係る措置状況の通知がありましたので、同上14条の規定により公表する。

尾花沢市監査委員　丹　川　弘　行

尾花沢市監査委員　小　関　英　子

課名等 監　査　の　結　果 措　置　状　況

【尾花沢小学校】
１．令和６年度活力ある学校づくり推
進事業委託料について、立替払いが３
件ある
２．令和７年度活力ある学校づくり推
進事業委託料について、立替払いが４
件ある。

【宮沢小学校】
１．令和６年度活力ある学校づくり推
進事業委託料について、令和6年6月27
日に100,000円入金後、令和7年2月ま
で通帳からの支出はない。全支出17件
中10件が立替払いとなっている。

２．令和7年度活用ある学校づくり推
進事業費委託料において、立替払いが
１件ある

【玉野小学校】
１．令和６年度給食会計において、支
払遅延が29件と多数発生している。

２．令和6年度活力ある学校づくり推
進事業委託料において、業務委託仕様
書に対象となる費目のないレーザープ
リンターを購入している。また、報告
書にもレーザープリンターを消耗品と
して計上しているが、金額的にも備品
購入費である。

【所管課：教育指導室】
１．令和７年度から開始された尾花沢
市学校給食費無償化事業補助金に係る
交付事務の遅れにより、令和７年度給
食会計で尾花沢小学校において８件、
玉野小学校において７件支払遅延が発
生している

次貢に記載

２．活力ある学校づくり推進事業委託
料の事務執行についいては、数年来定
例監査において、不適切な事務処理を
指摘しているが、今年度も監査を執行
した３校中３校で不適切な処理があっ
た。

　「活力ある学校づくり推進事業委託」は、
特色ある学校を意識した学校経営を実践する
ことを目的に、各学校での実態や課題を踏ま
え、家庭、地域、学校と連携し教育効果を高
める事業を各校で取組む委託金であります。
　事前に計画書及び予算書を提出後、委員会

で承認し委託金を支出しております。
立替払防止のため、４月当初から本事業に取
組むことができるよう、令和８年度からの委
託スケジュールを下記のとおり見直します。

①計画書提出・・令和８年３月27日
②承認・・・・・令和８年４月１日
③支払日・・・・令和８年４月中旬

　なお、引き続き校長会及び教頭・事務担当
者会でも周知徹底してまいります。

　令和６年度授業公開研の指定研究校である
玉野小学校からは、市内外から１００名程度
の教員が集まった際の研修研究紀要など資料
作成に必要な物品として事前協議を受け、教
育指導室にて許可したものであります。費目
違いについては、上記記載のとおり周知徹底
し、適正な事務に努めてまいります。
　学校給食無償化事業補助金についても事務
執行のスケジュールを見直し、文書決裁後に
速やかに会計処理を行い、５月上旬に自校式
給食提供の３校に交付できるよう事務を実施
してまいります。

監査結果に基づき講じた措置について

令和８年３月２４日

１.（監査の種類）

教育指導室

令和8年2月5日
措置報告



課名等 監　査　の　結　果 措　置　状　況

３．活力ある学校づくり推進事業委託
料について、令和６年度の定例監査に
おいて教育指導室から提出された措置
状況報告には「９月に中間検査を実施
し、適正な事務執行について徹底して
まいります。」とあるものの、中間検
査は実施されていない。

４．令和６年度定例監査において、活
力ある学校づくり推進事業委託料にお
ける立替払いについて指摘している
が、本年度においても尾花沢小学校、
宮沢小学校で立替払いがあった。立替
払いは、私金との区別が不明確とな
り、不正な取り扱いにつながりかねな
い。事務処理の方法や適正な管理体制
の見直しを再度検討されたい。

　また活力ある学校づくり推進事業委託料に
ついては、各学校において地域と協力し教育
の質を高める事業として、また生徒会の主体
的事業の実施など様々な取り組みをしている
ところでありますが、数年にわたり不適正な
事務指摘を多数受けております。措置状況に
「９月に中間検査」を実施する旨を記載して
おりましたが、担当役職者の事務の遅れによ
り11月に中間検査を実施し、立替払いの状況
を確認しております。本事業の各校での事務
は、学校事務職員が県費、市費事務を担い業
務過多になっている状況から教員が行ってお
り、改めて各学校長に指導したところであり
ます。本事業について、令和８年度の実施状
況を踏まえて、事業廃止も含め検討してまい
ります。

教育指導室

令和8年2月5日
措置報告


